
子供たちのよりよい教育環境を確保するために、

皆様のご意見を伺いながら検討して参ります。 

ご意見やご要望などがございましたら、右記まで

ご連絡ください。また、説明会で使用した資料など

は、市ＨＰにも掲載していますので、ご覧ください。 
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学校規模適正化・適正配置に関する住民説明会 

実施状況をお知らせします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇寄せられたご意見やご質問 

ご意見やご質問 回答 

今後はどのようなスケジュールで進んでいくのか。 今後のスケジュール等につきましては、保護者や地

域の方々のご意見等も踏まえながら、検討して参り

たいと考えております。 

 

中学校で１校あたり９～２４学級という基準は、現在

の人口規模に比べ大きい基準ではないか。 

9学級以上の学校規模があれば、全学年でクラス

替えができ、同学年の複数教員配置や正規の教科

担任の配置が可能であること、部活動で一定の数

が確保できることなどの理由により、このように設定

しました。 

 

これまでもそれぞれの学校ごとに規模の偏りはあっ

たと思うが、なぜ今になって適正化の検討を行うこ

とになったのか。 

各学校では、これまでもメリットを生かし、デメリット

を克服するための創意工夫や努力を行っています

が、児童生徒数の偏りがさらに顕著になっているた

め、平成 30年 3月に基本方針を策定したところで

す。 

 

学級数は毎年移り変わりがあると思うが、適正化を

検討する学校は毎年変更になり得るのか。 

適正化を検討する範囲の学校は、学級数に応じて、

毎年変更になる場合があります。 

 

※すべてのご意見やご質問を掲載したものではありません。ご了承ください。 

 

 

 

 

◇説明会の開催日・場所 

【期日】平成 30年 7月 30日（月） 

【場所】花野小学校 

【参加者数】11名 

 

鹿児島市教育委員会では、平成 30 年 3 月に「鹿児島

市立小学校・中学校の学校規模適正化・適正配置に関

する基本方針」を策定しました。そこで、保護者や地域の

皆様と学校の現状や認識を共有するため、各地域で説明

会を開催しましたので地域ごとの状況をお知らせします。 

 
【説明会の内容】 

①基本方針の内容の説明 ②小・中学校の現状の説明 ③質疑応答・意見聴取 


